
 

  

 

・石川県事業復活支援金(石川県) 

対象：以下を満たすこと 

1.2022 年 3 月までに、売上高減少率▲30%以上 50%未満で申請し、給付を

受けたこと 

2.1 の対象月より後の月で、①の申請をした月から 2022 年 3 月までのいずれ

かの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して 50%以上減

少していること 

3.2 の月間事業収入等の減少が、1 の申請時点では予見されなかった新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生

じたものであること など 

https://ishikawa-shienkin.jp/jigyo_fukkatsu/(石川県 HP)  

 

・金沢市事業復活臨時支援金(金沢市) 

対象：国の事業復活支援金及び石川県事業復活支援金を受給し、確定申告の納

税地が金沢市内の事業者 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/hojokin_joseikin/5/20537.html(金沢

市 HP) 

 

・七尾市事業復活支援金(七尾市) 

対象：尾市内に本店登記地を有する法人または住所を有する個人事業主で、以

下の条件を満たすこと 

・令和 3 年 10 月 31 日までに創業又は開業し、かつ、今後も事業を継続する

意思のある者 

・中小企業基本法第 2 条第 1 項の各号のいずれかに該当する者 

・令和 3 年 11 月から令和 4 年 3 月までのいずれかの月の売上金額が平成 30

年 11 月から令和 3 年 3 月の間の任意の同じ月と比較して 30％以上減少して

いる者（平成 31 年 1 月 1 日から令和 3 年 10 月までに開業した者は国が実施

する令和 4 年事業復活支援金の新規開業特例に該当する者）で、国が実施する

令和 4 年事業復活支援金の給付を受けた者 

https://www.city.nanao.lg.jp/sangyou-s/jigyouhukkatusienkin.html(七尾

市 HP) 

石川県助成金・支援金・助成金 

https://ishikawa-shienkin.jp/jigyo_fukkatsu/
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/hojokin_joseikin/5/20537.html
https://www.city.nanao.lg.jp/sangyou-s/jigyouhukkatusienkin.html


 

・小松市事業復活強化支援金(小松市) 

対象：次のすべてに該当する中小企業者（中小企業基本法第 2 条に規定する事

業者および個人事業主）が対象となります。 

1.小松市内に事業所を有し、事業を営んでいること。 

2.国の事業復活支援金を受給していること。 

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/shoukouroudou/shoukoushinkou

_monodukuri/3/13455.html(小松市 HP) 

 

・輪島市新型コロナウイルス感染症緊急経営支援事業(輪島市) 

対象：対象事業者：1～4 のすべての要件を満たす者 

1.市内に住民票と事業所を有する個人事業主又は市内に本店の事業所を有する

法人 

2.国の事業復活支援金を受給している者 

3.助成金交付後も事業を継続する意思がある者 

4.主な業種が日本標準産業分類のうち次に該当する者 

・製造業 ・情報通信業 ・運輸業、郵便業・卸売業、小売業 ・不動産業、

物品賃貸業・学術研究、専門・技術サービス業 ・宿泊業、飲食サービス

業 ・生活関連サービス業、娯楽業・教育、学習支援業 ・医療、福祉 ・サ

ービス業（他に分類されないもの） 

https://www.city.wajima.ishikawa.jp/covid/2022052400032/(輪島市

HP) 

 

・能美市事業復活支援金(能美市) 

対象：次の条件をすべて満たす事業者 

1.能美市内に事業所を有し、事業を営んでいること  

2.今後も事業を継続すると見込まれること  

3.国の事業復活支援金を受給したこと 

4.石川県事業復活支援金を受給したこと  

https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1648115844539/ind

ex.html(能美市) 

 

・野々市市事業復活緊急支援金(野々市市) 

対象：すべてに該当するもの 

https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/shoukouroudou/shoukoushinkou_monodukuri/3/13455.html
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/shoukouroudou/shoukoushinkou_monodukuri/3/13455.html
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/covid/2022052400032/
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1648115844539/index.html
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1648115844539/index.html


1.確定申告の納税地が野々市市内であること。 

2.国の事業復活支援金及び石川県事業復活支援金の支給を受けていること。 

3.代表者または役員が野々市市暴力団排除条例（平成 24 年野々市市条例第 13

号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団員でないこと。 

https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/9/37770.html(野々市市 HP) 

 

・宝達志水町事業拡大等支援補助金(宝達志水町) 

対象：(1)中小企業者の場合は、次のいずれかに該当すること。 

・町内に本社又は本店を有していること。 

・町内に事業所を有しており、町商工会に加入していること。 

(2)個人事業主の場合は、次のいずれかに該当すること。 

・町内に主たる事業所を有すること。 

・町内に店舗を有しており、町商工会に加入していること。 

https://www.hodatsushimizu.jp/soshiki/shokokanko/8/1/14/1/4932.ht

ml(宝達志水町 HP) 

 

https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/9/37770.html
https://www.hodatsushimizu.jp/soshiki/shokokanko/8/1/14/1/4932.html
https://www.hodatsushimizu.jp/soshiki/shokokanko/8/1/14/1/4932.html

